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1．費用対効果分析の概要 

所沢市（以下、「本市」という。）が実施する第２一般廃棄物最終処分場整備事業（以下、

「本事業」という。）について、整備に関する投資額を「費用（Cost）」、整備の結果得られ

る効果を「便益（Benefit）」として比較を行った。 

この分析により、費用便益比（B/C）が１を上回る（費用に対して便益が上回る）事業で

あるか否かの評価を行った。 

 

2．事業の目的 

本市で発生する一般廃棄物の最終処分については、市内の北野一般廃棄物最終処分場及

び市外の最終処分場にて埋立処分を行ってきた。しかし、北野一般廃棄物最終処分場が平

成 17 年 3 月末をもって埋立を終了したため、現在は、全量を埼玉県営の処分場や県外の

民間処分場へ搬出している。 

本事業は、「自区内処理の原則」に基づき、市内に新たな一般廃棄物最終処分場（以下、

「第２処分場」という。）を整備し、安定的な廃棄物の処理体制を構築することを目的に実

施するものである。 

 

3．事業の概要 

本事業は、令和元年度に実施した PFI 導入可能性調査の結果、設計・建設を事業者に一

括発注し、施設の運営・維持管理については、別途包括委託する「DB+O 方式」を採用し、

事業を進めていくこととしている。 

 

≪施設の諸元≫ 

・廃棄物処理施設の種類 ：一般廃棄物最終処分場（被覆型） 

・建設予定地      ：埼玉県所沢市大字南永井字井頭 1071 番 1 外 

・事業面積       ：約 6.0ha 

・埋立面積       ：約 13,700 m2 

・埋立容量       ：約 131,000 m3 

・浸出水処理施設規模    ：16 m3/日 

 

4．分析の対象期間 

分析の対象期間は、施設整備期間及び供用（埋立）期間とする。 

なお、基準年度は、施設整備を開始する令和 4 年度とする。 

 

・施設整備期間     ：令和 4 年 4 月から令和 7 年 9 月（3 年 6 ヶ月間） 

・供用（埋立）期間   ：令和 7 年 10 月から令和 22 年 9 月まで（15 年間） 



2 

 

5．社会的割引率 

費用又は便益の現在価値については、基準年度から第 2 処分場の埋立が完了する令和 22

年度までの年度ごとに、以下に示す計算式で算出し、現在の価値を計上するときに用いる

割引率は４％（平成 12 年 3 月 10 日付厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長通知に基

づく）とする。 

 

各年度の費用又は便益の現在価値＝(各年度における費用又は便益の合計）÷(1+ｒ)ｊ-1 

 ｒ：割引率 

 ｊ：基準年度からの経過年数 

 

6．費用の計測 

(1) 用地取得費 

第２処分場建設地の用地取得費を表１のとおり計上する。なお、金額は以下すべて税抜

きとする。 

表１ 用地取得費 

 合計 

用地取得費 1,141,235 千円 

  

 

(2) 施設整備費 

本事業の施設整備費を表２のとおり計上する。 

 

表２ 年度別概算事業費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全体 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度

5,952,040 68,145 2,119,200 2,085,028 1,679,667

(100.0%) (1.2%) (35.6%) (35.0%) (28.2%)

107,160 1,222 38,149 37,538 30,251

(100.0%) (1.2%) (35.6%) (35.0%) (28.2%)

金額（千円）

所沢市第2一般廃
棄物最終処分場
建設工事

設計・施工監理費
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最終処分場

被覆施設点検・補修 829 千円/年

遮水工・貯留構造物点検・補修 360 千円/年

漏水検知システム点検・補修 855 千円/年

ガス検知システム点検・補修 672 千円/年

散水設備点検・補修 906 千円/年

換気設備点検・補修 9,276 千円/年

想定電気料金 1,572 千円/年

小計 14,470 千円/年

浸出水処理施設関係（水量及び水質負荷100%）

用役費 7,783 千円/年

（電力、光熱水、下水道、薬品類等）

法定点検 211 千円/年

定期点検 106 千円/年

機器類補修 2,970 千円/年

予備品、消耗品類 245 千円/年

小計 11,315 千円/年

3,000 千円/年

埋立重機点検費 1,750 千円/年

維持管理作業員人件費（2名） 16,000 千円/年

46,535 千円/年合計

項目 概算年間維持管理費

モニタリング費用（水質）

(3) 維持管理費 

本市は、北野一般廃棄物最終処分場が平成 17 年 3 月末に埋立終了となり、近年の最終

処分場の維持管理実績がない。そのため、最終処分場（埋立施設）の維持管理費について

は、平成 30 年度策定の基本設計において算出した維持管理費を参考に計上し、浸出水処理

施設関係の維持管理費については、プラントメーカーの見積設計図書を基に計上する。そ

の他、モニタリング費用や埋立重機点検費、作業員の人件費については、他施設の事例等

を参考に計上する。 

供用（埋立）期間中（15 年間）の年間維持管理費を表３のとおり示す。 

 

表３ 概算年間維持管理費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7．効果（便益）の計測 

(1) 生活環境の保全効果 

1) 適正処理に関する効果（委託処理費用） 

第 2 処分場を建設することにより、埋立廃棄物の委託処理費が必要なくなることから、

委託処理費を便益として計上する。令和 3 年度の委託処理費を参考に、埋立廃棄物の委

託処理費を 28,500 円／ｔとし、「所沢市一般廃棄物処理基本計画（改訂版）令和元年 10

月（以下、「一廃計画」という。）」の「将来ごみ量の推計方法と結果」を基に算出した埋

立廃棄物の推計値に、委託処理費を乗じて、表４のとおり設定する。 
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表４ 各年度の委託処理費削減に係る便益 

単位：千円/年 

項目 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 令和 11 年度 令和 12 年度 

委託処理費 114,741 226,775 223,725 220,761 217,712 214,520 

項目 令和 13 年度 令和 14 年度 令和 15 年度 令和 16 年度 令和 17 年度 令和 18 年度 

委託処理費 212,012 208,307 205,229 202,008 199,386 195,938 

項目 令和 19 年度 令和 20 年度 令和 21 年度 令和 22 年度 

委託処理費 193,088 190,295 188,043 92,340 

 

2) 不適正処理（不法投棄等）の防止効果（不法投棄の対策費用差額） 

第２処分場を整備することで、収集から焼却、埋立までを市内で行うことが可能となり、

「自区内処理の原則」に基づいた廃棄物処理体制が構築されるため、ごみの適正処理に関

する更なる意識啓発の促進等により、不適正処理の防止効果が期待できる。 

このことから、現在委託で実施している不法投棄パトロール及び撤去業務委託料を不適

正処理の防止効果の便益として設定し、表５のとおり計上する。 

 

表５ 不適正処理（不法投棄等）の防止効果に係る便益 

項目 金額 備考 

不法投棄防止パトロール 

及び撤去業務委託料 
5,610 千円/年 

令和 3年度委託実績を参考

に設定 

 

3) 悪臭・害虫等の減少効果（悪臭・害虫等の対策費用差額） 

悪臭・害虫等の対策費用差額を明確に貨幣化することが困難であることから、便益に

計上しない。 

 

(2) 環境保全に関する効果 

1) 地下水、土壌の汚染防止効果 

本施設は、被覆型最終処分場のため、人工的に散水することによって浸出水の発生量

等をコントロールすることが可能であり、また、埋立地をコンクリート構造とすること

による遮水効果が発揮される。 

そこで、委託先の最終処分場との比較により、地下水、土壌の汚染防止効果として、

被覆施設と貯留構造物の建設費及び維持管理費を便益として計上する。 

 

 

 



5 

 

表６ 地下水、土壌の汚染防止効果に係る便益 

施 設 名 金  額 

建設費 

被覆施設 1,331,350 千円  

貯留構造物 2,460,600 千円  

合 計 3,791,950 千円  

維持管理費 

被覆施設 829 千円/年  

貯留構造物 360 千円/年  

合 計 1,189 千円/年  

 

2) 公共用水域の水質保全効果 

本施設は、浸出水の処理水を下水道に放流することから、委託先の放流条件と比較し、

公共用水域の水質保全効果が期待できる。 

そこで、浸出水処理施設の建設費及び維持管理費を便益として計上する。 

 

表７ 公共水域の水質保全効果に係る便益 

施 設 名 金  額 

浸出水処理施設 
建設費 759,066 千円  

維持管理費 11,315 千円/年  

 

(3) その他の効果 

1) 運搬費の削減効果 

第２処分場を建設することにより、埋立廃棄物の委託処理先までの運搬が不要となる

ことから、削減される委託処理先への埋立廃棄物の運搬費を便益として計上する。令和

3 年度の埋立廃棄物の運搬費を参考に 4,900 円／ｔとし、「一廃計画」の「将来ごみ量の

推計方法と結果」を基に算出した埋立廃棄物の推計値に、運搬費を乗じて、表８のとお

り設定する。 

表８ 各年度の運搬費削減に係る便益 

単位：千円/年 

項目 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 令和 11 年度 令和 12 年度 

運搬費 19,727 38,989 38,465 37,955 37,431 36,882 

項目 令和 13 年度 令和 14 年度 令和 15 年度 令和 16 年度 令和 17 年度 令和 18 年度 

運搬費 36,451 35,814 35,285 34,731 34,280 33,688 

項目 令和 19 年度 令和 20 年度 令和 21 年度 令和 22 年度 

運搬費 33,198 32,717 32,330 15,876 
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2) 跡地利用の効果 

第２処分場での埋立処分が終了すると、有効に跡地利用できる土地が形成されるため、

第２処分場の用地取得費と建設地内の廃道部分に係る跡地地価、また建設時に整備する

地元住民等が利用可能な緑地等エリアの建設費と盛土及び盛土法面整形に係る造成費を

跡地利用の効果の便益として計上する。 

 

表９ 跡地利用の効果に係る便益 

項  目 金  額 備考 

用地取得費 1,141,235 千円  

廃道部分跡地地価 7,907 千円 廃道面積に周辺の地価を乗じて設定 

緑地等エリア工事 82,400 千円  

造成費 13,635 千円  

計 1,245,177 千円  

 

3) その他の効果 

本事業で道路幅員 1.8ｍの既存の市道を廃止し、本事業区域の外周に新たに道路幅員

5.0ｍ＋歩道幅員 2.0ｍの市道を整備する。この市道整備により、周辺住民の通勤、通学

時等における安全性の確保や道路の利便性の向上に繋がることから、外周道路の工事費

をその他の効果として計上する。 

 

8．分析の結果 

費用対効果分析結果は、表１０に示すとおりである。 

 

表１０ 費用対効果分析結果 

費用便益比が 1 を超過する年度 令和 22 年度 

費用便益比が 1 を超過するまでの年数 16 年間 

最終年度の費用便益比 1.022 

 

  



7 

 

9．事業の評価 

費用対効果分析を行った結果（結果は次頁参照）、分析開始年度から 16 年目（令和 22 年

度）に費用対効果が 1 を上回り、本施設整備の有効性が確認された。 

なお、第２処分場の建設により、災害発生時に廃棄物の搬出が困難となるといったリス

クの回避にも繋げることが可能となるなど、便益に示すことができない効果も見込まれる

ため、本事業はより費用対効果が高いものと考えられる。
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